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別表

地域又は区域 行為

1～5は省略 1～5は省略

6 都市美形成地域
建築物又は工作物の新築等若しくは増築又は外
観を変更することとなる修繕等で、これらの見
付面積の過半を変更するもの

(都市美形成計画)
第6条   市⾧は、都市美の形成を総合的かつ計画的に進めるため、
  法第8条第1項に規定する景観計画として都市美形成計画を策定し
  なければならない。

(都市美形成地域)
第12条 市⾧は、次の各号のいずれかに該当する地域を、特に良好な
  都市美の形成を図る地域(以下「都市美形成地域」という。)とし
  て指定することができる。
(1) 歴史上特徴のある地域
(2) 住宅、商業業務施設又は工業施設がそれぞれ一団をなしてまとま
  つている地域
(3) 自然景観上特徴のある地域
(4) その他特に良好な都市美の形成を図る必要があると認められる
   地域

(届出を要しない行為)
第13条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表の左欄に
  掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる
  行為のいずれにも該当しない行為とする。

(都市美誘導基準)
第18条 市⾧は、都市美の形成を誘導するための基準(以下「都市美
     誘導基準」という。)を定めなければならない。

(都市美誘導基準の遵守)
第19条 届出対象行為をしようとする者は、当該届出対象行為が都市
        美誘導基準に適合するよう努めなければならない。

(届出対象行為に係る助言等)
第20条 市⾧は、届出対象行為がなされようとする場合において、当
        該届出対象行為が都市美誘導基準に適合しないと認めるときは、
        当該届出対象行為をしようとする者に対し、都市美誘導基準に適
        合する措置 を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

景観計画区域内における行為の届出(通知)書････(正・副）

また届出に先立って、尼崎市都市美アドバイザーチームとのデザイン協議が必要です。

外観の一面の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩
の変更

届出、デザイン協議の手順や必要書類については、尼崎市HPよりご確認ください。

関係法令　など

景観法（抜粋） 

（景観計画）
第八条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地
 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって
 景観を形成している地域における次の各号のいずれか
 に該当する土地（水面を含む。以下この項、第十一条
 及び第十四条第二項において同じ。）の区域について、
 良好な景観の形成に関する計画（以下「景観計画」と
 いう。）を定めることができる。
 略
２ 景観計画においては、次に掲げる事項を定めるもの
 とする。
一 景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）
二 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

（届出及び勧告等）
第十六条 景観計画区域内において、次に掲げる行為を
 しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令（第四
 号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以
 下この条において同じ。）で定めるところにより、行
 為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その
 他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の⾧に届
 け出なければならない。
一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変
 更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
 （以下「建築等」という。）
二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変
 更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
（以下「建設等」という。）
三 都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為その
 他政令で定める行為
四 前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支
 障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景
 観行政団体の条例で定める行為
２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る
 事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しよう
 とするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の
 ⾧に届け出なければならない。
３ 景観行政団体の⾧は、前二項の規定による届出があ
 った場合において、その届出に係る行為が景観計画に
 定められた当該行為についての制限に適合しないと認
 めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係
 る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとるこ
 とを勧告することができる。
４ 前項の勧告は、第一項又は第二項の規定による届出
 のあった日から三十日以内にしなければならない。
５ 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共
 団体が行う行為については、第一項の届出をすること
 を要しない。この場合において、当該国の機関又は地
 方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとす
 るときは、あらかじめ、景観行政団体の⾧にその旨を
 通知しなければならない。
６ 景観行政団体の⾧は、前項後段の通知があった場合
 において、良好な景観の形成のため必要があると認め
 るときは、その必要な限度において、当該国の機関又
 は地方公共団体に対し、景観計画に定められた当該行
 為についての制限に適合するようとるべき措置につい
 て協議を求めることができる。
７ 次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用
 しない。
 略
十一 その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為

景観法第8条第1項に基づく景観計画として尼崎市都市美形成計画を定め
ており、市内全域を景観計画区域としています


